
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本町の住まいや住環境について、現状の特性や課題を整

理し、将来像や目標を示し、目標を実現するために取り組む

べき内容を整理した計画です。 

「第 5 期芽室町総合計画」の住宅部門の基本計画として

位置づけられ、町の将来像である 『 みんなで創り みんなで

つなぐ ずっと輝くまち めむろ 』 の実現に向け、総合的かつ

計画的に住宅施策を推進するための計画です。 

国や北海道が策定する住宅関連計画との整合のもと、

「芽室町都市計画マスタープラン」などの町の関連計画との

整合を図った計画です。 

 
 
 
 
 

本計画は、平成 28（2016）年

に策定された住生活基本計画

（全国計画）や、平成 29（2017）

年に策定された北海道住生活基

本計画、その他本町における住

宅・住環境に関連する各種計画

や取り組み等と整合性を図り策

定し、施策の展開を図るものです。 
 
                                                 
 
 

 

 

 

本計画は、第 5 期芽室町総合計画との整合を図り、計画

期間を令和 2（2020）年度から令和 8（2026）年度までの 7

年間とします。なお、本計画は住宅関連法令等の改正や各

種関連計画の変更などの理由により、変更する必要がある

場合には、見直しを実施します。 

 
 
  

芽室町住宅マスタープランとは 

芽室町住宅マスタープラン 
みんなで創り 未来へつなぐ 安心の住まい住環境づくり 

～自然と共生し災害に強い安全・安心のまちづくりを目指して～ 

計画の位置づけ 

計画期間 

住生活基本計画 

（全国計画） 

【町政運営の総合計画】 

第 5 期 芽室町総合計画 

芽室町  

公営住宅等 

長寿命化計画 

整合 整合 整合

【広域の関連計画】 

 
北海道 

住生活基本計画 

【関連計画や取り組み等】 

◆芽室町まち・ひと・しごと創生

総合戦略 
◆公共施設等総合管理計画

◆他、高齢者、福祉、子育て

支援施策、雇用対策 等 

 
 

芽室町 
住宅マスタープラン 

整合 整合 

実現のための個別計画 
※住宅マスタープランは総合計
画における住宅・住環境に関す
る分野を受けもち、芽室町の住
宅施策の推進に関する基本的な
方針となるものです。 
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Administrator
タイプライターテキスト
（案）

Administrator
タイプライターテキスト
※マスタープラン…基本的な計画のこと



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

２

基本理念を実現するために 3 つの基本目標を設定し、 

その実現に向けた展開方向と主要施策を設定しました。 

芽室町住宅マスタープランの展開方向 

みんなで創り 未来へつなぐ 安心の住まい住環境づくり 
～自然と共生し災害に強い安全・安心のまちづくりを目指して～ 

基本目標❷ 

住宅新築やリフォー
ム支援によるこれか
らの暮らしを支える
住まい住環境づくり 

 

主要施策 

◆住宅建設促進

奨励事業の推

進 
 

 

◆町有地等を活
用した良質な

宅地分譲や新

規開発事業へ
の支援 

 

 
◆住宅に関する

情報提供や相

談、指導体制
の整備 

 

展開方向❹

 
定住人口の
拡大に向け
た持ち家の
取得支援

 

 

主要施策 

◆住宅リフォー

ム推奨事業の

推進（リフォ
ーム補助） 

 

◆老朽住宅の耐
震改修の推進

（耐震改修等

工事補助） 
 

◆住宅品質確保

促進制度等の
普及啓発 

 

◆住宅に関する
情報提供や相

談、指導体制

の整備[再掲]
 
 

展開方向❺

自然災害に強
い良質な住宅
ストックの形
成に向けた民
間住宅施策の

推進 

 

展開方向❸ 

障がい者をは
じめ住宅の確
保に配慮が必
要な方への支
援(住宅ｾｰﾌﾃｨ
ﾈｯﾄの構築) 

主要施策 

◆新たな住宅セ

ーフティネッ
ト制度の登録

促進 

 
◆公営住宅等の

ユニバーサル

デザイン化や
長寿命化によ

る安心の居住

環境の維持 
 

◆公営住宅等の

適正な管理戸
数の確保と活

用による住宅

セーフティネ
ットの構築 

 
 

 

主要施策 

◆公営住宅によ

る高齢者世帯

向け住宅の供
給 

 

◆住み替え促進
の仕組みづく

り 

 
 

◆介護保険によ

る住宅改修の
活用の推進 

 
 

 

展開方向❶ 

 
高齢者への

支援 
 

 

 

 

主要施策 

◆公営住宅によ

る子育て世帯

への支援 
 

 

◆住み替え促進
の仕組みづく

り［再掲］ 

 
 

◆子育て世帯等

の住宅取得に
対する支援 

(新築・中古住

宅購入補助) 
 

展開方向❷ 

 
若年世帯や
子育て世帯
への支援 

 

 

基本目標❶ 

地域で支え合い誰も
が安心して暮らせる
住まい住環境づくり 

 

 

主要施策 

◆借上公営住宅

制度の活用に

よるまちなか
居住の推進 

 

◆民間賃貸住宅の
活用によるまち

なか居住の推進

(家賃補助) 
 

◆市街地内未利

用地の有効活
用の促進 

 

◆町民、民間事
業者等、行政

の連携体制の

構築 
 

展開方向❻

コンパクト
で賑わいの
ある市街地
づくりとま
ちなか居住

の推進 

 

主要施策 

◆地区整備計画

等による既成

市街地の住環
境の整備 

 

◆芽室町の環境
と調和する住

環境づくり 

 
 

◆環境重視型社

会における公
営住宅整備の

手引き等に基

づく公営住宅
等の整備 

 

展開方向❼ 

 
自然と調和
した良好な
住環境の形

成 
 

 

主要施策 

◆空き家の状況

把握と情報提

供 
 

 

◆空き家バンク
や循環の仕組

みづくり 

 
 

◆空き家活用・

適正管理に向
けた支援方策

の検討 
 

展開方向❽

 
空き家等の
活用・適正
管理の推進

 

 

基本目標❸ 

自然と調和し 
まちの魅力を高める 
住まい住環境づくり 
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miyamoto
ハイライト表示

miyamoto
ハイライト表示

Administrator
タイプライターテキスト
※セーフティネット（住宅）…住宅確保要配慮者（高齢者、障がい者、子育て世帯など）の入居を拒まない住宅のこと

Administrator
タイプライターテキスト
※ユニバーサルデザイン…文化・言語・国籍や年齢・性別の違い、障がいの有無や能力差など問わず利用できる設計のこと



 
 
 
 
 
 
 
 
 重点施策１  

◆ 住 み 替 え 促 進 の 仕 組 み づ く り                           

➣一般社団法人 移住・住みかえ支援機構による「マイホーム借上げ制度」等とも連携し、世帯構成と規模がミス

マッチとなった住宅の住み替え等を促す仕組みづくりを検討します。 
 
 重点施策 2  

◆ 民 間 事 業 者 と の 連 携 ・ 協 働 に よ る ま ち な か 居 住 の 推 進                

➣公共施設やその他生活利便施設に近い中心市街地区内での民間借上による公営住宅の移転集約や、既存民間賃貸

住宅を活用した、公営住宅入居対象世帯への家賃補助制度の創設等により、低所得者や高齢者等も安心で生活に

便利なまちなか居住を推進します。 
 
 重点施策 3  

◆ 町 有 地 を 活 用 し た 新 た な 宅 地 の 供 給                        

➣公共施設の集約や公営住宅団地の用途廃

止・除却による新たな町有地を活用した宅

地供給や、新規住宅建設および取得の支援

により、利便性の高いまちなか居住の推進

による定住人口の拡大とともに、にぎわい

のある中心市街地づくりを推進します。 
 
 
 
 重点施策 4  

◆ 自 然 災 害 に 強 い 住 宅 ス ト ッ ク の 形 成                        

➣町内の一般住宅を対象に、耐震性能や居住

性能の向上に向けた住宅改修を促進させ

るとともに、耐震性能の低い老朽住宅等の

除却による、災害に強く優良な住宅ストッ

クの形成を推進します。 
 
 
 

 
 
 
 重点施策 5  

◆ 空 家 の 活 用 や 適 正 管 理 の 推 進                           

➣空家を活用した住替え支援をはじめとする住宅循環の仕組みづくりや、生活環境の保全を図るために放置する

ことが不適切と考えられる特定空家の把握等、空家の活用や適正管理の推進に向けた方策を検討します。 

 

  

芽室町住宅マスタープランの重点施策 

 

制度名 主な対象要件 
奨励金 

(芽室町商工会商品券)

子育て世帯新生活応援

奨励制度 

15 歳以下の子どもまたは母子健

康手帳を有する妊婦のいる世帯

が市街地に新築住宅を購入・建

設し、自ら居住する場合 

30 万円分（緑町公営住

宅跡地の場合 50 万円

分） 

中古住宅購入世帯新生

活応援奨励制度 

15 歳以下の子どもまたは母子健

康手帳を有する妊婦のいる世帯

が町内に中古住宅を購入し、自

ら居住する場合 

25 万円分 

住宅建設促進奨励事業 町内業者を利用し、住宅新築ま

たは住宅購入を行う場合 

10 万円分 

 

制度名 主な対象要件 補助金・奨励金 
住宅リフォー
ム奨励事業 

自ら所有、居住する住宅
に、町内業者を利用して
リフォーム（工事費 10 万
円以上）を行う場合 

◆改修工事経費の 5%分（芽室町商工会商

品券）、上限 5 万円分（1,000 円未満切

捨） 

住宅耐震改修
等補助制度 

昭和 56 年 5 月 31 日以

前に建設された住宅が、

耐震診断の結果、耐震

性がないと判断され、工

事を行う場合 

 

耐震改修 
工事 

◆工事費 20 万円未満➣当該経費の額 
◆同 20 万円以上 200 万円未満➣20 万円
◆同 200 万円以上 300 万円未満 
 ➣当該経費の 10％ 
◆工事費 300 万円以上➣30 万円 

建替工事 ◆30 万円 
（※工事費 300 万円以上の場合に限る）

解体工事 ◆工事費 20 万円未満➣当該経費の額 
◆同 20 万円以上➣20 万円 
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住宅施策を推進していくためには、町民と民間事業者と行

政がそれぞれの役割を理解し、協働で住まい環境づくりを進

める必要があります。 

このため、『みんなで創り 未来へつなぐ 安心の住まい住

環境づくり～自然と共生し災害に強い安全・安心のまちづくり

を目指して～』 の実現に向けて、町民、民間事業者、行政

それぞれの役割を次のとおり明確にし、住宅施策を展開して

いきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

みんなで創り 
 未来へつなぐ 

 安心の住まい住環境づくり 
 

～自 然 と共 生 し災 害 に強 い 

安 全 ・安 心 の 

まちづくりを目 指 して～ 

◆役 割 ◆ 

町民は、住まい・住環境の主役であり、住ま

い環境づくりの重要な役割を担っています。 

自らが主体となって、住まいや住環境づく

りに関心を持ち、住宅の質の向上や適切な維 

持管理に努めるとともに、地域を構成す 

る一人として積極的に住まいと住環

境づくりに参加することが求め 

られます。 

 

施策の推進方策 

◆役 割 ◆ 

民間事業者は、良質で多様な住まいを確保する

ために重要な役割を担っています。 

誰もが安全安心に暮らすため、ニーズにあった

住宅を提供するだけではなく、技術の向上に努

め、専門性を活かし適切な情報を提供するとも

に、福祉、医療分野などとの連携を図り、町民に

よる住まいと住環境づくりを推進する役割を担

うことが求められます。 

◆役 割 ◆ 

行政は、住宅政策の主体として、国や北海道と

連携し、芽室町の住宅事情に応じた総合的な住宅

政策を推進します。 

各関係課と連携を図り、地域独自の主体的、自

立的な展開を推進し、それを実現させるための取

り組みを行う役割を担っています。このため、町

民や民間事業者との連携体制を整備しながら取

り組みを進めていきます。 
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